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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 秘書広報課 政策企画課  No.１（目次） 

項 目 名 タウンミーティングの実施 

大柱(改革推進の柱) (1)市民協働・民間活力活用の推進 小柱(主要施策) ①市民参加・協働の推進 

現 状 ・ 課 題 

市民の意見や提案をまちづくりに活かすため、市民と市長が直接対話するタウンミ

ーティングは、平成 23 年度から実施し、5 年が経過している。平成 27 年度は、351

人の市民に参加いただいた。市民の認知度も年々上がっているものの若い世代の参加

が少ないことや開催会場によって参加者数のばらつきがあるという課題もある。 

意見交換では幅広い提案が出され、対応可能な内容には迅速に対応している。 

今後においても、幅広い年代からより多くの市民参加を促すため、現在実施してい

る小学校区単位での開催のほか、集会所単位での開催など、多様な実施方法について

検討をする。 

取 組 み 内 容 
過去のタウンミーティングの実施方法内容を検証し、よりよい市民との対話につな

がるタウンミーティングを実施する。 

５ 年 間 の 目 標 
市民と市長が直接対話するなかで、地域課題を解決するとともに、これからのまち

づくりに活かしていく。 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ ・過去のタウンミーティング

の実施方法内容の検証 

・実施方針の検討・改善 

・第 5次基本構想・後期基本計画(案)に

ついて、市内 7会場で地域説明会を開

催し、市民との意見交換を行った。 

・実施方針の研究を行った。 

増収額 ― 

削減額 ― 

算出根拠 

― 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
参加者数 168人 

２９ ・タウンミーティングの 

開催 

・実施方法内容の検証 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
参加者数 360人 

数値

実績 

 

３０ ・改善し継続 

・実施方法内容の検証 
 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
参加者数 420人 

数値

実績 
 

３１ ・改善し継続 

・実施方法内容の検証 
 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
参加者数 480人 

数値

実績 
 

３２ ・改善し継続 

・実施方法内容の検証 
 増収額  

削減額  

算出根拠 
 数値

目標 
参加者数 540人 

数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 協働推進課 No.２（目次） 

項 目 名 協働事業提案制度の推進 

大柱(改革推進の柱) (1)市民協働・民間活力活用の推進 小柱(主要施策) ①市民参加・協働の推進 

現 状 ・ 課 題 

生活環境の変化とともに、行政に対する市民ニーズも多様化している。地域的な課

題を効果的に解決していくため、市民と市が協働で取り組む協働事業提案制度を実施

する。平成 27 年度は、市民提案型協働事業の提案募集とアイデア提案の募集を行っ

た。制度に関しては、市民へのさらなる周知が必要である。 

取 組 み 内 容 

・制度を推進するため、市民へ周知を行う。 

・市民参加及び協働推進委員会や同庁内委員会において、他市町の事例等を調査・検

討を行う。 

５ 年 間 の 目 標 
・市民提案型協働事業及び行政提案型協働事業の継続実施 

・登録されたアイデア提案から市民提案型協働事業への転換 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ ・市民提案型協働事業、行政提

案型協働事業、アイデア提案

募集 

・市民提案型協働事業の平成 

27年度採択協働事業の実施 

・アイデア提案登録 

・市民提案型協働事業、行政提案型協働事

業、アイデア提案を募集し、市民提案型

及び行政提案型協働事業の提案につい

ては、プレゼンテーションを行い、協働

事業候補を選定した。 

・平成 27 年度採択協働事業（市民提案型

協働事業）を実施した。 

増収額 ― 

削減額 ― 

算出根拠 

 

 

― 

 
数値

目標 

・市民提案型協働事業実施件数 2件 

・アイデア提案登録件数 5件 
数値

実績 

・市民提案型協働事業実施件数 2件 

・市民提案型協働事業提案件数 1件 

・行政提案型協働事業提案件数 3件 

２９ ・市民提案型協働事業、行政提

案型協働事業、アイデア提案

募集 

・市民提案型協働事業及び行政

提案型協働事業における平成

28年度採択協働事業の実施 

・平成 28年度実施した協働事業

の評価作業 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 
数値

目標 

・市民提案型協働事業実施件数 2件 

・行政提案型協働事業実施件数 2件 

・アイデア提案登録件数 5件 

数値

実績 
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３０ ・市民提案型協働事業、行政提

案型協働事業、アイデア提案

募集 

・市民提案型協働事業及び行政

提案型協働事業における平成

29年度採択協働事業の実施 

・平成 29年度実施した協働事業

の評価作業 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 
数値

目標 

・市民提案型協働事業実施件数 2件 

・行政提案型協働事業実施件数 2件 

・アイデア提案登録件数 5件 

数値

実績 

 

３１ ・市民提案型協働事業、行政提

案型協働事業、アイデア提案

募集 

・市民提案型協働事業及び行政

提案型協働事業における平成

30年度採択協働事業の実施 

・平成 30年度実施した協働事業

の評価作業 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 
数値

目標 

・市民提案型協働事業実施件数 2件 

・行政提案型協働事業実施件数 2件 

・アイデア提案登録件数 5件 

数値

実績 

 

３２ ・市民提案型協働事業、行政提

案型協働事業、アイデア提案

募集 

・市民提案型協働事業及び行政

提案型協働事業における平成

31年度採択協働事業の実施 

・平成 31年度実施した協働事業

の評価作業 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 

数値

目標 

・市民提案型協働事業実施件数 2件 

・行政提案型協働事業実施件数 2件 

・アイデア提案登録件数 5件 

数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 協働推進課 No.３（目次） 

項 目 名 審議会等への市民参画の推進 

大柱(改革推進の柱) (1)市民協働・民間活力活用の推進 小柱(主要施策) ①市民参加・協働の推進 

現 状 ・ 課 題 

審議会等は、審議会等の設置運営に関する指針に基づき、設置と運営を行っている。

市民の参加をさらに推進するためには、公募による委員の選任や女性比率を高める委

員構成となるよう、関係所管との調整を行う必要がある。 

また、審議会等に関する情報は、市ホームページを活用し、迅速な提供に努めてい

るが、多くの市民と市が情報を共有するためには、インターネットの利用が難しい市

民への情報提供方法も検討する必要がある。 

取 組 み 内 容 

・各審議会等は、審議会等の設置運営に関する指針に基づいた設置と運営が行われる

よう、庁内へ周知を図る。 

・市民参加及び協働推進委員会や同庁内委員会において、広く市民が参加できる方法

や、意見・要望を市政に反映する手法を検討する。 

５ 年 間 の 目 標 各審議会等における公募による委員選任及び女性比率を高める委員選任の実施 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ ・市民参加及び協働推進委

員会や同庁内委員会の開

催 

・市民参加及び協働推進に

関する全庁的な取組み状

況調査 

・審議会等の設置状況について、調査を

行った。 

・市民参加・協働に関する取組み状況に

ついて、庁内を対象に調査を行った。 

・数値目標の検討を行った。 

増収額 ― 

削減額 ― 

算出根拠 

 

― 

 
数値

目標 

審議会等の現状把握と数値 

目標設定 

数値

実績 

平成 28年 10月１日現在 

・審議会等 43件 

・委員数 522人 

(公募委員数 42人、女性委員数 148人) 

２９ ・市民参加及び協働推進委

員会や同庁内委員会の開

催 

・市民参加及び協働推進に

関する全庁的な取組み状

況調査 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
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３０ ・市民参加及び協働推進委

員会や同庁内委員会の開

催 

・市民参加及び協働推進に

関する全庁的な取組み状

況調査 

・自治基本条例の見直し 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
 

３１ ・市民参加及び協働推進委

員会や同庁内委員会の開

催 

・市民参加及び協働推進に

関する全庁的な取組み状

況調査 

・自治基本条例の手引き作

成 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
 

３２ ・市民参加及び協働推進委

員会や同庁内委員会の開

催 

・市民参加及び協働推進に

関する全庁的な取組み状

況調査 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 協働推進課 No.４（目次） 

項 目 名 町会への加入促進 

大柱(改革推進の柱) (1)市民協働・民間活力活用の推進 小柱(主要施策) ①市民参加・協働の推進 

現 状 ・ 課 題 

町会加入率（平成 27年 3月 31日現在 71.36％）は微減傾向にある。町会は地域コ

ミュニティの重要な基盤であるため、町会加入率の向上は地域コミュニティの活性化

を図るうえで大きな課題である。 

取 組 み 内 容 

・町会の活動状況等を市ホームページ等でＰＲし、町会活動の魅力や町会の必要性を

理解してもらい、加入の促進を図る。 

・町会と市が連携し、効果的な加入促進策の調査・研究を行う。 

５ 年 間 の 目 標 町会加入率の向上を図り、地域コミュニティの活性化を促進する。 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ ・町会活動等の情報発信 

 （市ホームページ等） 

・町会と連携し加入促進策

等についての調査・研究 

・市ホームページ「地域コミュニティと

町会」のページリニューアルを検討し

た。 

・市ホームページに掲載している町会加

入連絡先の検索方法について、システ

ム化できるよう研究した。 

・「富士見市における町会への加入促進

に関する協定」に基づき、埼玉県宅地

建物取引業協会埼玉西部支部による

町会加入案内を引き続き行った。 

・各町会から提出された総会資料を基

に、各町会加入率の調査をした（平成

28年3月31日現在の加入率70.47％）。 

・町会長連合会と共催で「地域住民に必

要とされる自治会づくり」と題する講

演会を実施した。（実施日：2/8） 

増収額 ― 

削減額 ― 

算出根拠 

 

 

 

 

― 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
町会加入率未確定 

２９ ・町会活動等の情報発信 

 （市ホームページ等） 

・町会と連携し加入促進策

の決定・実施 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
前年度以上の町会加入率 

数値

実績 

 

３０ ・町会活動等の情報発信 

 （市ホームページ等） 

・町会と連携し加入促進策

の実施 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
前年度以上の町会加入率 

数値

実績 
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３１ ・町会活動等の情報発信 

 （市ホームページ等） 

・町会と連携し加入促進策

の実施 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
前年度以上の町会加入率 

数値

実績 
 

３２ ・町会活動等の情報発信 

 （市ホームページ等） 

・町会と連携し加入促進策

の実施 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
前年度以上の町会加入率 

数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 協働推進課 No.５（目次） 

項 目 名 集会所の利用促進 

大柱(改革推進の柱) (1)市民協働・民間活力活用の推進 小柱(主要施策) ①市民参加・協働の推進 

現 状 ・ 課 題 

市内に 30ヶ所ある市立集会所の平成 26年度の平均稼働率は 46.3％となっており、

身近な施設としてその利用を促進することが必要である。 

そのため、各集会所の詳細を明記したパンフレットを作成したほか、誰もが使いや

すい施設として利用できるよう、トイレの洋式化をはじめ入口にスロープを設置する

など、バリアフリー化に努めている。 

今後においても、施設を利用しやすくするための検討を続けていく。 

取 組 み 内 容 
・利用促進のためのＰＲを行う。 

・利用者に配慮した施設環境（配置・備品等）整備を実施していく。 

５ 年 間 の 目 標 市民の活動拠点として集会所が認識され、有効な利用できるよう周知徹底に取り組む。 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ ・利用促進策の検討 

・利用案内の発行継続 

・集会所へのスロープ設置、温水暖房便

座の設置を実施した。 

・ホームページに集会所の間取りを掲載

し、リニューアルした。 

・引き続き、各集会所の管理人、管理町

会を対象として個別に事務説明と要

望の聞き取りを行った。 

増収額 ― 

削減額 ― 

算出根拠 

 

― 

 数値

目標 
平均稼働率 47％ 

数値

実績 
平均稼働率未確定 

２９ ・利用促進策の実施 

・利用案内の発行継続及び

ホームページの有効活用 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
平均稼働率 50％ 

数値

実績 
 

３０ ・利用促進策の実施 

・利用案内の発行継続及び

ホームページの有効活用 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 平均稼働率 55％ 
数値

実績 
 

３１ ・利用促進策の実施 

・利用案内の発行継続及び

ホームページの有効活用 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
平均稼働率 60％ 

数値

実績 
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３２ ・利用促進策の実施 

・利用案内の発行継続及び

ホームページの有効活用 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
平均稼働率 60％ 

数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 協働推進課 No.６（目次） 

項 目 名 まちづくり協議会活動の推進 

大柱(改革推進の柱) (1)市民協働・民間活力活用の推進 小柱(主要施策) ①市民参加・協働の推進 

現 状 ・ 課 題 

概ね小学校区を単位とし、町会を中心に各種団体や市民、事業者が参加し、地域の

課題を住民主体で話し合い、解決に向けて取り組む地域まちづくり協議会の組織化を

進めており、平成 27年度末現在、5つの地域で設立されている。 

設立に至るまでには、地域住民との意見交換、情報提供を重ねているが、地域ごと

に進捗状況に違いが出ている。また、設立後は、拠点施設での支援などが必要となっ

ていることから、活動促進に向けた支援体制が課題となっている。 

取 組 み 内 容 

・まちづくり協議会の設立・運営支援 

・まちづくり協議会に対する補助金・助成金の交付 

・まちづくり協議会に対する支援体制の検討 

５ 年 間 の 目 標 
地域住民との意見交換を継続させ、まちづくり協議会設立地域数を増やし、地域の

特性を活かしたまちづくりを進める。 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ ・未設立地域の地域住民と

の意見交換会の実施 

・設立地域への人的・財政

的支援 

・設立地域の地域活動計画

策定支援 

・設立後の支援体制の検討 

・設立地域の会議に出席し、市からの情

報提供等を行った。 

・2 地域に活動支援補助金、3 地域に事

業助成金を交付した。 

・協議会への支援体制の検討を行った。 

増収額 ― 

削減額 ― 

算出根拠 

 

― 

 数値

目標 
6地域（累計） 

数値

実績 
6地域（累計） 

２９ ・未設立地域の地域住民と

の意見交換会の実施 

・設立地域への人的・財政

的支援 

・設立地域の地域活動計画

策定支援 

・設立後の支援体制の検討 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
7地域（累計） 

数値

実績 

 

３０ ・未設立地域の地域住民と

の意見交換会の実施 

・設立地域への人的・財政

的支援 

・設立地域の地域活動計画

策定支援 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
8地域（累計） 

数値

実績 
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３１ ・未設立地域の地域住民と

の意見交換会の実施 

・設立地域への人的・財政

的支援 

・設立地域の地域活動計画

策定支援 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
9地域（累計） 

数値

実績 
 

３２ ・未設立地域の地域住民と

の意見交換会の実施 

・設立地域への人的・財政

的支援 

・設立地域の地域活動計画

策定支援 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
10地域（累計） 

数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 環境課 No.７（目次） 

項 目 名 市民協働による環境美化活動への支援 

大柱(改革推進の柱) (1)市民協働・民間活力活用の推進 小柱(主要施策) ①市民参加・協働の推進 

現 状 ・ 課 題 

「富士見市をきれいにする条例」の理念を実現するため、まちの美化推進に対する

願いを市民、団体及び行政の協働で実現することで幅広い信頼関係を築きながら、連

携してまちづくりを進めている。 

取 組 み 内 容 

・啓発活動の実施 

・「富士見市をきれいにする日（毎年 5 月及び 11 月の最終日曜日）」に、環境問題へ

の関心を高めるため、市内全域で美化活動を実施する。 

５ 年 間 の 目 標 市民協働で市内の環境美化活動を推進する。 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ ・団体等の協力を経て市内事業

者との啓発活動の協力体制を

図る 

・「富士見市をきれいにする日」

に市民協働で一斉清掃を実施

する 

・平成 28 年 6 月 2 日に「富士見市、富

士見市商工会及び富士見市商店会連

合会との美化推進に関する協定」を締

結した。 

・「富士見市をきれいにする日」に市民

協働で一斉清掃を実施した。 

増収額 ― 

削減額 ― 

算出根拠 

 

― 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
― 

２９ ・団体等の協力を経て市内事業

者との啓発活動の協力体制を

図る 

・「富士見市をきれいにする日」

に市民協働で一斉清掃を実施

する 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 

 

３０ ・団体等の協力を経て市内事業

者との啓発活動の協力体制を

図る 

・「富士見市をきれいにする日」

に市民協働で一斉清掃を実施

する 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
 

３１ ・団体等の協力を経て市内事業

者との啓発活動の協力体制を

図る 

・「富士見市をきれいにする日」

に市民協働で一斉清掃を実施

する 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
 

 

 

 

 



13 

 

 

３２ ・団体等の協力を経て市内事業

者との啓発活動の協力体制を

図る 

・「富士見市をきれいにする日」

に市民協働で一斉清掃を実施

する 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 政策企画課 No.８（目次） 

項 目 名 民間活力活用の推進 

大柱(改革推進の柱) (1)市民協働・民間活力活用の推進 小柱(主要施策) ②民間活力の活用 

現 状 ・ 課 題 

 多様化する市民ニーズにより効果的・効率的に対応するため、民間のノウハウを活

用する指定管理者制度を、平成 27年 4月現在、32施設で導入している。平成 27年 5

月には、開設したふじみ野児童館に指定管理者制度を新たに導入した。また、ふじみ

野保育園の指定管理から公私連携型保育所への移行など、状況に応じた連携を選択し

ている。 

今後においては、公共施設等総合管理方針を踏まえ、PPP/PFIの活用も手法の１つ

として検討する必要がある。 

取 組 み 内 容 

指定管理者制度は、モニタリングを通じて施設管理の状況等を確認し、適正な運用 

を確保する。更新時には、今後作成される公共施設等総合管理方針等を踏まえ、施設

のあり方や PPP/PFIの活用を検討していく。 

５ 年 間 の 目 標 指定管理制度の適正な運用の確保と PPP/PFIの活用の検討 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ ・モニタリングの実施 

・指定管理の更新検討 

・PPP/PFI導入の検討 

・指定管理者制度を導入している施設の

指定管理状況についてモニタリング

を実施した。 

・平成 29年 3月 31日で指定管理者制度

の指定期間満了を迎えるガーデンビ

ーチについて、更新の検討を行い、新

たな指定管理者の選定を行った。 

増収額 ― 

削減額 ― 

算出根拠 

 

― 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
― 

２９ ・モニタリングの実施 

・指定管理の更新検討 

・PPP/PFI導入の検討 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 

 

３０ ・モニタリングの実施 

・指定管理の更新検討 

・PPP/PFI導入の検討 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
 

３１ ・モニタリングの実施 

・指定管理の更新検討 

・PPP/PFI導入の検討 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
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３２ ・モニタリングの実施 

・指定管理の更新検討 

・PPP/PFI導入の検討 

 増収額  

削減額  

算出根拠 
 数値

目標 
新たな指定管理、PPP/PFI

導入施設数１ 

数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 政策企画課 No.９（目次） 

項 目 名 包括協定による大学等との連携 

大柱(改革推進の柱) (1)市民協働・民間活力活用の推進 小柱(主要施策) ②民間活力の活用 

現 状 ・ 課 題 

平成 20年 3月に淑徳大学、平成 26年 2月に女子栄養大学と包括協定を締結し、複

雑・多様化する市民ニーズ等に対応するため、各種審議会等へ学識経験者としての教

授の参加や各種事業への大学生の参加など、連携事業に取り組んでいる。平成 26 年

度は、淑徳大学 7事業、女子栄養大学 6事業の連携事業を行った。 

今後においては、連携事業の拡大や、市の施策に活かせる新たな包括協定の担い手

との連携について検討していく必要がある。 

取 組 み 内 容 各々の資源の相互活用と人的交流を行い、連携事業を実施する。 

５ 年 間 の 目 標 大学との連携事業を充実し、地域社会の発展を図っていく。 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ ・連携事業の検証 

・大学との情報・意見交換 

・新たな連携先の調査・研究 

・淑徳大学との連携事業について、前年度

の取組結果の報告及び意見交換会を実

施した。 

・女子栄養大学との連携事業について、前

年度の取組結果の報告及び意見交換会

を実施した。 

増収額 ― 

削減額 ― 

算出根拠 

 

 

― 

 
数値

目標 
連携事業数 14 

数値

実績 

【連携事業数】淑徳大 9 事業、女子栄

養大 4事業 

【訪問回数】淑徳大 2 回(見込み)、女

子栄養大 2回(見込み) 

２９ ・連携事業の検証 

・大学との情報・意見交換 

・新たな連携先の調査・研究 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
連携事業数 14 

数値

実績 

 

３０ ・連携事業の検証 

・大学との情報・意見交換 

・新たな連携先の調査・研究 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
連携事業数 15 

数値

実績 
 

３１ ・連携事業の検証 

・大学との情報・意見交換 

・新たな連携先の調査・研究 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
連携事業数 15 

数値

実績 
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３２ ・連携事業の検証 

・大学との情報・意見交換 

・新たな連携先の調査・研究 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
連携事業数 16 

数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 環境課 No.１０（目次） 

項 目 名 粗大ごみ収集の民間委託化 

大柱(改革推進の柱) (1)市民協働・民間活力活用の推進 小柱(主要施策) ②民間活力の活用 

現 状 ・ 課 題 

粗大ごみ収集運搬業務については、平成 27 年度現在、市直営の作業員により行ってい

るが、民間へ業務委託を行う予定である。粗大ごみの処理手数料については、収集時も

しくは収集後に徴収する「事後納入方式」を採用しているが、収集運搬業務委託を行う

場合、法律により手数料の徴収を委託業者が取り扱うことはできないため、事前納入方

式である「シール化」を計画している。 

コンビニエンスストアをはじめとする販売店等での「粗大ごみ処理券（シール）」の販

売及び購入を導入することにより、利用者の手数料納入の手間が改善され、市民の利便

性の向上につながる。 

取 組 み 内 容 

・粗大ごみ手数料の見直し 

・粗大ごみ処理券（シール）の作成 

・粗大ごみの排出方法変更に伴う住民への周知 

・販売店等との協議及び販売委託等の契約 

５ 年 間 の 目 標 粗大ごみ処理に伴う処理手数料の見直し及び粗大ごみの手数料の事前納入化を図る。 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ ・粗大ごみ手数料の見直し 

・見直しに伴う住民への周知 

・販売店の検討、契約 

・手数料シールの作成 

・委託業者の選定 

・粗大ごみ処理手数料の見直しにかかる規則改

正、市内（一部市外）の販売店舗の確保。収

集運搬委託業者の選定、粗大ごみ処理券の作

成、契約等の事前準備を進めた。 

増収額 ― 

削減額 ― 

算出根拠 

― 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
― 

２９ ・粗大ごみ収集の民間委託の

開始 

・シール化方式の導入 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
委託率 100％ 

数値

実績 

 

３０ 

― 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
 

３１ 
 

― 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
 

３２ 

― 

 増収額  

削減額  

算出根拠 
 数値

目標 
― 

数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 秘書広報課 No.１１（目次） 

項 目 名 ホームページ、ＳＮＳを活用した情報発信 

大柱(改革推進の柱) (1)市民協働・民間活力活用の推進 小柱(主要施策) ③情報発信と情報共有化の推進 

現 状 ・ 課 題 

ホームページは、市の情報をわかりやすく提供するほか、共有化を進めるツールとし

て、情報の積極的な公開や、各種制度・事業の周知に活用している。また、ＳＮＳ（ツ

イッター、フェイスブック）による情報発信にも取り組んでいる。しかし、平成 27 年度

に実施した第 14 回市民意識調査においては、満足度が 37.1%であった。更なる満足度の

向上を目指し、鋭意研究に努める。 

現在、急速に普及しているスマートフォンなどでの閲覧環境が未整備であることやア

クセシビリティへの配慮について対応する環境の構築が課題となっている。 

取 組 み 内 容 
・ホームページ、ＳＮＳによる情報発信 

・スマートフォンでの閲覧環境整備 

・アクセシビリティへの対応に伴う調査・研究 

５ 年 間 の 目 標 

・スマートフォンなどの閲覧環境の整備 

・ウェブアクセシビリティへの対応 

・アクセス件数（閲覧件数）の増加 

・これまで以上に迅速かつ分かりやすい情報の提供 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ ・ホームページ、ＳＮＳによ

る情報発信 

・目標達成のための調査及び

研究 

・ホームページ、ＳＮＳによる情報発信 

・ホームページのリニューアルを平成 31

年 1月に実施することから、現状の問題

点を整理している。 

増収額 ― 

削減額 ― 

算出根拠 

― 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
― 

２９ ・ホームページ、ＳＮＳによ

る情報発信 

・目標達成のための調査及び

研究 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 

 

３０ ・ホームページ、ＳＮＳによ

る情報発信 

・目標達成のための調査及び

研究結果に基づいた見直し 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 

市民意識調査における「市ホー

ムページの運営」の満足度 60％ 

数値

実績 
 

３１ ・ホームページ、ＳＮＳによ

る情報発信 

・目標達成のための調査及び

研究結果に基づいた見直し 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
 

３２ ・ホームページ、ＳＮＳによ

る情報発信 

・目標達成のための調査及び

研究結果に基づいた見直し 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 地域文化振興課 No.１２（目次） 

項 目 名 フィルム・コミッションの実施 

大柱(改革推進の柱) (1)市民協働・民間活力活用の推進 小柱(主要施策) ③情報発信と情報共有化の推進 

現 状 ・ 課 題 

フィルム・コミッションとは、地域活性化などを目的として、テレビドラマやドキ

ュメンタリー・映画などの撮影場所の誘致や撮影支援をすることである。  

本市でも、平成 23 年 2 月より、映像を通して本市の情報や魅力を発信することを

目的に行っている。平成 26年度は、14件の撮影が実施された。 

主な撮影場所としては、公共施設を提供しているが、民間施設の活用など、活用を

広げ継続するための条件整備が課題となっている。 

取 組 み 内 容 
・フィルム・コミッションのＰＲと撮影場所に関する様々な情報の提供 

・公共施設の使用に関する条件整備 

５ 年 間 の 目 標 年間 15件程度のフィルム・コミッションを通じた撮影の実施 

具 体 的 な 取 組 み 内 容  

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ ・ＰＲ、情報提供、公共施

設の使用に関する支援 

・使用の条件整備 

・市民向けに、市のホームページで撮影

実績、放送日、撮影風景を公開し、地

域活性化を図った。 

・撮影関係者向けに、市や県のホームペ

ージに撮影可能な施設の情報を提供

し、施設の活用促進を図った。 

増収額 ― 

削減額 ― 

算出根拠 

 

― 

 数値

目標 
撮影実施数 15件 

数値

実績 
撮影実施数 8件 

２９ ・ＰＲ、情報提供、公共施

設の使用に関する支援 

・使用の条件整備 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
撮影実施数 15件 

数値

実績 

 

３０ ・ＰＲ、情報提供、公共施

設の使用に関する支援 

・使用の条件整備 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
撮影実施数 15件 

数値

実績 
 

３１ ・ＰＲ、情報提供、公共施

設の使用に関する支援 

・使用の条件整備 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
撮影実施数 15件 

数値

実績 
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３２ ・ＰＲ、情報提供、公共施

設の使用に関する支援 

・使用の条件整備 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
撮影実施数 15件 

数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 秘書広報課・地域文化振興課 No.１３（目次） 

項 目 名 ＰＲ大使、マスコットキャラクターの活用 

大柱(改革推進の柱) (1)市民協働・民間活力活用の推進 小柱(主要施策) ③情報発信と情報共有化の推進 

現 状 ・ 課 題 

ＰＲ大使は、本市の知名度及びイメージの向上を図るとともに、市民が誇りに思う

まちづくりを積極的に進めるため、平成 28 年 5 月 1 日に第１期のＰＲ大使として 6

名の本市ゆかりの著名人を委嘱する。 

また、マスコットキャラクター「ふわっぴー」は、本市のイメージアップを図るこ

とを目的に平成 24 年 4 月に誕生し、各種イベントへの参加、イラストデザイン、Ｓ

ＮＳ等による発信を行い、多くの方に愛されるキャラクターとして定着している。平

成 26 年度は、67 件のイベントに参加した。また、平成 27 年度に実施した市民意識

調査において、「ふわっぴー」の認知度は、79.0％であった。 

本市の魅力づくりや観光事業等を推進するため、ＰＲ大使や「ふわっぴー」を活用

していく。 

取 組 み 内 容 
・ＰＲ大使、マスコットキャラクター「ふわっぴー」の各種イベントへの参加 

・ＳＮＳを活用した情報発信 

５ 年 間 の 目 標 

・ＰＲ大使 年間 5件以上のイベント参加（画像提供含む） 

・マスコットキャラクター「ふわっぴー」 年間 70件以上のイベント参加 

（着ぐるみの貸し出しを含む） 

具 体 的 な 取 組 み 内 容  

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ ・ＰＲ大使の委嘱 

・イベントへの参加 

・ＳＮＳを活用した情報提供 

・キャラクターのイラスト、

グッズの制作・販売 

・富士見市にゆかりのある著名な方 6 名

を、富士見市ＰＲ大使に委嘱した。委嘱

後、ふるさと祭りへの出演やイベント参

加も行った。また、成人式へのビデオメ

ッセージを作成する等、全庁的にＰＲ大

使の活用を図った。 

・マスコットキャラクター「ふわっぴー」

については「各種イベントへの参加」「着

ぐるみ貸し出し」「フェイスブックへの

投稿」「イラストの作成」等を実施し、

市及び「ふわっぴー」のＰＲに努めた。 

・富士見市地域活性化研究会との協働によ

り「ふわっぴークリアファイル」の製作、

販売を行った。 

増収額 ― 

削減額 ― 

算出根拠 

 

 

 

 

 

 

― 

 

数値

目標 

イベントへの参加件数 

・ＰＲ大使 5件 

・「ふわっぴー」70件 

数値

実績 

【イベントへの参加件数】 

・ＰＲ大使 4件 

・「ふわっぴー」51件 

【「ふわっぴー」イラスト】 

・作成件数 15件 

（いずれも平成 29年 2月時点） 
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２９ ・イベントへの参加 

・ＳＮＳを活用した情報提供 

・キャラクターのイラスト、

グッズの制作・販売 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 
数値

目標 

イベントへの参加件数 

・ＰＲ大使 5件 

・「ふわっぴー」70件 

数値

実績 

 

３０ ・イベントへの参加 

・ＳＮＳを活用した情報提供 

・キャラクターのイラスト、

グッズの制作・販売 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 

数値

目標 

・イベントへの参加件数 

ＰＲ大使 5件 

「ふわっぴー」70件 

・市民意識調査における 

「ふわっぴー」の認知度 

90％以上 

数値

実績 

 

３１ ・イベントへの参加 

・ＳＮＳを活用した情報提供 

・キャラクターのイラスト、

グッズの制作・販売 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 
数値

目標 

イベントへの参加件数 

・ＰＲ大使 5件 

・「ふわっぴー」70件 

数値

実績 

 

３２ ・イベントへの参加 

・ＳＮＳを活用した情報提供 

・キャラクターのイラスト、

グッズの制作・販売 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 

数値

目標 

イベントへの参加件数 

・ＰＲ大使 5件 

・「ふわっぴー」70件 

数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 職員課 No.１４（目次） 

項 目 名 研修の充実 

大柱(改革推進の柱) (2)人材育成の推進 小柱(主要施策) ①職員の能力開発の推進 

現 状 ・ 課 題 

権限移譲や制度改正等により事務量が増加している中、限られた経費と職員数で市

民サービスを向上していくためには、研修などを通して、職員の資質向上が必要であ

る。 

偏りなく全ての職員の資質向上を図るため、平成 26 年度から、毎年一人 1 回は必

ず研修を受ける取組み（everyone研修）を実施している。 

取 組 み 内 容 

時代の変化や行政課題に即応できる人材育成を図るため、人材育成のベースとなる

階層別研修（一般研修）及び「接遇研修」「メンタル研修」などの様々な特別研修を

人材育成基本方針に基づき行う。 

５ 年 間 の 目 標 
時代の変化や行政課題に合わせて研修内容を適宜見直し、職員の資質を高め、市民

サービスの向上につなげる。 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ ・各階層別研修、特別研修

の実施 

・研修の見直し 

・接遇研修（実践型）、ハラスメント研

修、男女共同参画職員研修、ＯＪＴ研

修、福祉研修（手話）、メンター研修、

富士見市文化芸術振興職員研修等を

実施した。 

・あいサポーター研修の対象者を全職員

に拡大して実施した。 

・安全運転講習会の日数及び人数を見直

して実施した。 

増収額 ― 

削減額 ― 

算出根拠 

 

 

― 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
― 

２９ ・各階層別研修、特別研修

の実施 

・研修の見直し 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 

 

３０ ・各階層別研修、特別研修

の実施 

・研修の見直し 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
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３１ ・各階層別研修、特別研修

の実施 

・研修の見直し 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
 

３２ ・各階層別研修、特別研修

の実施 

・研修の見直し 

 増収額  

削減額  

算出根拠 
 数値

目標 
― 

数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 職員課 No.１５（目次） 

項 目 名 人事評価制度の推進 

大柱(改革推進の柱) (2)人材育成の推進 小柱(主要施策) ①職員の能力開発の推進 

現 状 ・ 課 題 

本市の人事評価制度は、勤務態度評価・能力評価・業績評価の 3本柱で構成されて

いる。平成 27 年度に勤務態度評価・能力評価を全職員に導入し、課長級以上の管理

職は目標管理型の業績評価を試行導入している。 

今後においても制度に関する研修を継続的に実施し、評価能力等を向上させてい

く。 

取 組 み 内 容 
・目標管理型の業績評価を全職員に導入する。 

・他団体の事例や処遇への反映について調査・研究をする。 

５ 年 間 の 目 標 人事評価制度による評価結果を能力向上に活かし、昇格等の処遇に反映させる。 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ ・副課長以下の職員に業績

評価の導入を行う 

・昇格等の処遇反映につい

ての調査・研究 

・業績評価の導入に当たり、副課長以下の

全職員に研修を行った。 

・評価能力向上のため、課長級以上の職員

対象に評価者フォロー研修を実施した。 

・処遇反映について、他市での実施状況等

の調査・研究を行った。 

増収額 ― 

削減額 ― 

算出根拠 

 

― 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
― 

２９ ・人事評価制度の実施 

・昇格等の処遇反映の実施 
 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 

 

３０ ・人事評価制度の実施 

・昇格等の処遇反映の実施 
 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
 

３１ ・人事評価制度の実施 

・昇格等の処遇反映の実施 
 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
 

３２ ・人事評価制度の実施 

・昇格等の処遇反映の実施 
 増収額  

削減額  

算出根拠 
 数値

目標 
― 

数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 職員課 No１６（目次） 

項 目 名 正規職員の採用試験の研究及び導入 

大柱(改革推進の柱) (2)人材育成の推進 小柱(主要施策) ②人材の確保 

現 状 ・ 課 題 

 正規職員の採用試験については、これまで、筆記試験、職場適応性検査及び面接で

行ってきた。また、有為な職員を確保するため、職員募集に際し、合同説明会への参

加や職場見学会の実施等に取り組んでいる。 

 多様化・複雑化する行政事務に対応できる人材を確保するため、新たな採用試験の

研究及び導入の検討をする必要がある。 

取 組 み 内 容 
・これまでの採用試験について見直しを行う。 

・他団体の採用試験を調査・研究する。 

５ 年 間 の 目 標  新たな採用試験の導入により、本市が求める人材の確保を行う。 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ ・これまでの採用試験の見

直し、改善を検討 

・他団体の採用試験の調

査・研究 

・職場見学会を実施し、市役所内の見学、

市職員との座談会を行った。 

・採用試験で実施していた職場適応性検

査を一般性格診断検査に変更した。 

増収額 ― 

削減額 ― 

算出根拠 

― 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
― 

２９ ・採用試験実施時期の検討 

・計画的な採用の検討 
 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 

 

３０ 新たな採用試験の実施  増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
 

３１ 新たな採用試験の実施  増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
 

３２ 新たな採用試験の実施  増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 職員課 No.１７（目次） 

項 目 名 女性管理職の登用 

大柱(改革推進の柱) (2)人材育成の推進 小柱(主要施策) ②人材の確保 

現 状 ・ 課 題 

平成 26 年度現在、県の女性管理職登用率は 7.7％、県内市町村の女性管理職登用

率は 11.0％である。それに対し、平成 27年度現在、本市の女性管理職登用率は 16.3％

となっている。今後においては、女性活躍推進法等を踏まえ、女性管理職登用率のさ

らなる向上に努めていく必要がある。 

取 組 み 内 容 女性職員が働きやすい職場環境とするため、課題を整理し、各施策の検討を進める 

５ 年 間 の 目 標 女性管理職登用率の向上を目指す。 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ 女性職員が働きやすい職場

環境整備方策の検討 

・女性職員活躍のための取り組みなどを

まとめた子育て支援☆女性活躍推進

プラン＜特定事業主行動計画＞を策

定した。 

増収額 ― 

削減額 ― 

算出根拠 

 

―  数値

目標 

女性管理職員（副課長級以上）

の割合 18％ 

数値

実績 

女性管理職員（副課長級以上）の
割合 21.4％（H28.4.1 時点）  

２９ 女性職員が働きやすい職場

環境整備の推進 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 

女性管理職員（副課長級以上）

の割合 23％ 

数値

実績 

 

３０ 女性職員が働きやすい職場

環境整備の推進 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 

女性管理職員（副課長級以上）

の割合 24％ 

数値

実績 

 

３１ 女性職員が働きやすい職場

環境整備の推進 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 

女性管理職員（副課長級以上）

の割合 25％ 

数値

実績 

 

３２ 女性職員が働きやすい職場

環境整備の推進 

 増収額  

削減額  

算出根拠 
 

数値

目標 

女性管理職員（副課長級以上）

の割合 26％ 

数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 職員課 No.１８（目次） 

項 目 名 再任用職員及び非常勤嘱託職員の活用 

大柱(改革推進の柱) (2)人材育成の推進 小柱(主要施策) ②人材の確保 

現 状 ・ 課 題 

 定年退職者の再任用義務化により、正規職員と同様に従事する再任用職員（定年退

職等をしたあと、改めて任用される職員）が増加することから、その活用を図ってい

く必要がある。 

また、市民ニーズの多様化、国・県からの権限移譲や法改正等により事務量が増え

ている状況の中で、非常勤嘱託職員の活用により、効率的な行政運営を図っていく必

要がある。 

取 組 み 内 容 各所属の状況に応じた再任用職員及び非常勤嘱託職員の適正な配置を行う。 

５ 年 間 の 目 標 再任用職員と非常勤嘱託職員の効率的な配置を目指す。 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ 各所属の状況把握等を行い、

適正な配置を行う 

・非常勤職員について、より働きやすい

職場環境を整備するため、休暇制度の

充実を図るとともに、各課とのヒアリ

ングを通し、適切な配置を実施した。 

・再任用職員について、希望する職員の

意向や所属長の意見を聞き、適切な配

置を実施した。 

増収額 ― 

削減額 ― 

算出根拠 

 

 

― 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
― 

２９ 各所属の状況把握等を行い、

適正な配置を行う 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 

 

３０ 各所属の状況把握等を行い、

適正な配置を行う 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
 

３１ 各所属の状況把握等を行い、

適正な配置を行う 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
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３２ 各所属の状況把握等を行い、

適正な配置を行う 

 増収額  

削減額  

算出根拠 
 数値

目標 
― 

数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 政策企画課 No.１９（目次） 

項 目 名 窓口サービスの改善 

大柱(改革推進の柱) (3)効果的かつ効率的な行政運営の推進 小柱(主要施策) ①行政サービスの向上 

現 状 ・ 課 題 

本庁窓口については、木曜午後 7 時までの時間外延長を平成 15 年から実施してい

る。また、年度末 3月と年度始め 4月の臨時休日開庁を平成 20年から、毎月第 1土

曜の休日開庁を平成 23 年から試行的に実施し、多くの方に利用いただいている。平

成 24年からは、総合的窓口として、フロアアドバイザーや番号案内システムの導入、

案内表示や申請書様式の改善などを実施し、来庁者がわかりやすい窓口としている。

平成 25 年には、県からの権限移譲により、パスポート業務を開始し、利便性を向上

させた。 

今後においては、時間外・休日開庁の恒常化と社会保障・税番号制度（マイナンバ

ー制度）開始に伴う窓口業務のあり方の検討が必要である。 

なお、平成 27年度に実施した市民意識調査において、「窓口サービスの改善」の満

足度は 60.4％であった。 

取 組 み 内 容 

多様化する市民ニーズへの対応や利便性のさらなる向上のため、窓口の時間外・休

日開庁の実施に伴う課題を検証し、恒常実施に取り組むとともに、窓口における手続

きの簡素化や効率的な窓口業務のあり方について併せて検討する。 

５ 年 間 の 目 標 

・多様化する市民ニーズに対応するため、窓口の時間外・休日開庁の実施に伴う課題

を検証し、恒常実施に取り組む。 

・窓口における手続きの簡素化・効率化を目指すとともに、マイナンバーの活用によ

る業務円滑化の可能性についても検討を進める。 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ ・時間外･休日開庁の課題検証 

・実施要綱による時間外・休日

開庁の恒常実施の準備 

・窓口業務の効率化等の検討 

・時間外・休日開庁の実施状況を検証の

うえ、実施要領を整理し、時間外・休

日開庁を試行的実施から恒常的実施

に変更した。 

増収額 ― 

削減額 ― 

算出根拠 

― 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
― 

２９ ・時間外･休日開庁の課題検証 

・実施要綱による時間外・休日

開庁の恒常実施 

・窓口業務の効率化等の検討 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
 

３０ ・時間外･休日開庁の課題検証 

・実施要綱による時間外・休日

開庁の恒常実施 

・窓口業務の効率化等の検討 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 
数値

目標 

市民意識調査における「窓口

サービスの改善」の満足度

65％以上 

数値

実績 
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３１ ・時間外･休日開庁の課題検証 

・実施要綱による時間外・休日

開庁の恒常実施 

・窓口業務の効率化等の検討 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 ― 
数値

実績 
 

３２ ・時間外･休日開庁の課題検証 

・実施要綱による時間外・休日

開庁の恒常実施 

・窓口業務の効率化等の検討 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 ― 
数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 政策企画課 No.２０（目次） 

項 目 名 事務事業評価の実施 

大柱(改革推進の柱) (3)効果的かつ効率的な行政運営の推進 小柱(主要施策) ①行政サービスの向上 

現 状 ・ 課 題 

平成 19～20年度は課業分担表を基にした業務仕分け、平成 21年度は事業仕分け、

平成 22 年度から平成 24年度までは、市長部局 167 事業を対象に、平成 25年度から

平成 28年度までは、市長部局 163事業を対象に事務事業評価を実施している。 

事務事業の必要性や改善点については、有識者や市民を加えた外部評価を実施し、

見直しに取り組んでいる。この間、各事業の改善や効率化が図られており、一定の成

果を上げている。 

取 組 み 内 容 実施方法や評価対象について再度検討し、評価を実施する。 

５ 年 間 の 目 標 評価の実施方法や対象事業の検討を行い、効果的、効率的な事業実施につなげていく。 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ ・事務事業評価の実施 

・新たな実施方法や対象事

業の検討 

・これまでの事務事業評価手法の総括を

行った。 

・次年度以降の施策評価手法について検

討を行った。 

増収額 ― 

削減額 ― 

算出根拠 

― 

 数値

目標 
実施事業数 48 

数値

実績 
― 

２９ 検討結果に基づいた事務事

業評価の実施 

 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
新たな実施方法検討後に設定 

数値

実績 

 

３０ 検討結果に基づいた事務事

業評価の実施 

 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
新たな実施方法検討後に設定 

数値

実績 
 

３１ 検討結果に基づいた事務事

業評価の実施 

 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
新たな実施方法検討後に設定 

数値

実績 
 

３２ 検討結果に基づいた事務事

業評価の実施 

 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
新たな実施方法検討後に設定 

数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 鶴瀬公民館・鶴瀬西交流センター No.２１（目次） 

項 目 名 公民館等の利用区分の改善 

大柱(改革推進の柱) (3)効果的かつ効率的な行政運営の推進 小柱(主要施策) ①行政サービスの向上 

現 状 ・ 課 題 

 各公民館や各交流センターでは、午前・午後・夜間の 3区分で施設の貸出しを行っ

ている。平成 27 年 5 月にオープンしたピアザ☆ふじみにおいては、午後を１時～3

時と 3時 30分～5時 30分の二区分にし、利便性の向上を図っている。 

 今後においては、各公民館や各交流センターでも、利便性の向上のため、時間貸し

や午前、午後及び夜間を二区分するなどの検討を行う必要がある。 

取 組 み 内 容  利用区分変更の検討を行う。 

５ 年 間 の 目 標  各公民館・各交流センターの利便性の向上を図る。 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ ・利用区分の検証 

・利用区分変更の検討 

・新たな利用区分を導入した「ピアザ☆

ふじみ」の利用実態を検証するととも

に、近隣市町の利用区分の実態につい

て調査した。 

・４月に予約システムを導入した各公民

館・交流センターの利用実績や新たに

２時間単位に変更した市民総合体育

館の利用状況をふまえ、引き続き利用

区分の変更の検討をすすめている。 

増収額 ― 

削減額 ― 

算出根拠 

 

 

― 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
― 

２９ 利用区分変更の検討結果に

基づいた貸出しの見直し及

び順次実施 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 

 

３０ 利用区分変更の検討結果に

基づいた貸出しの見直し及

び順次実施 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
 

３１ 利用区分変更の検討結果に

基づいた貸出しの見直し及

び順次実施 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
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３２ 利用区分変更の検討結果に

基づいた貸出しの見直し及

び順次実施 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 政策企画課 No.２２（目次） 

項 目 名 行政組織の見直し 

大柱(改革推進の柱) (3)効果的かつ効率的な行政運営の推進 小柱(主要施策) ②行政課題に対応した組織運営 

現 状 ・ 課 題 

平成 23 年度の組織改正から 5 年を迎え、この間、国の制度改正や新たな行政課題

への対応など、業務も多様化・複雑化しており、現行組織の枠にあてはまらない業務

等への対応が必要となっている。 

取 組 み 内 容 
現行組織の検証を実施し、新たな行政課題や多様化・複雑化する市民ニーズにも適

応した効率的な組織の見直しに取組む。 

５ 年 間 の 目 標 

現行組織の検証を平成 28 年度中に実施し、検証結果を踏まえた見直しに取組む。

見直しにあたっては、各種制度改正への対応のほか、新たな行政課題や多様化する市

民ニーズ等にも対応可能な効率的な組織を構築する。 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ 現行組織の検証 

 

・現行組織における事務の現状と課題に

ついて整理を行った。 

増収額 ― 

削減額 ― 

算出根拠 

―  数値

目標 
― 

数値

実績 
― 

２９ 検証結果を踏まえた組織の 

見直し 

 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 

 

３０ 

― 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
 

３１ 

― 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
 

３２ 

― 

 増収額  

削減額  

算出根拠 
 数値

目標 
― 

数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 管財課 No.２３（目次） 

項 目 名 公共施設等マネジメントの推進 

大柱(改革推進の柱) (3)効果的かつ効率的な行政運営の推進 小柱(主要施策) ②行政課題に対応した組織運営 

現 状 ・ 課 題 

高度成長期に集中して建設された公共建築物の老朽化への対応や、本格化する少子

高齢社会における市民ニーズの変化への対応が問われており、計画的かつ効果的な施

設の運営や配置、維持管理、更新等を実施していくために「マネジメント」の視点が

不可欠である。 

取 組 み 内 容 

・国、県及び他市事例などを踏まえ、公共施設等総合管理方針を策定する。 

・施設の保全計画や、安心安全な施設提供に係る点検マニュアル、統廃合や再配置な

どを含めた個別施設計画の検討、策定及び実施を行う。 

５ 年 間 の 目 標 各計画に基づく運用 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ ・公共施設等総合管理方針の

策定 

・保全計画や点検マニュア

ル、個別施設計画の検討 

・公共施設等総合管理方針を策定した。 

・点検マニュアルの検討を実施した。 

増収額 ― 

削減額 ― 

算出根拠 

―  数値

目標 
― 

数値

実績 
― 

２９ ・点検マニュアルの策定 

・保全計画、個別施設計画

の検討 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 

 

３０ 保全計画、個別施設計画の 

検討 
 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
 

３１ 保全計画、個別施設計画の 

検討 
 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
 

３２ 保全計画、個別施設計画の 

検討 
 増収額  

削減額  

算出根拠 
 数値

目標 
― 

数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 契約検査課 No.２４（目次） 

項 目 名 物品調達等の電子入札の導入 

大柱(改革推進の柱) (3)効果的かつ効率的な行政運営の推進 小柱(主要施策) ②行政課題に対応した組織運営 

現 状 ・ 課 題 

建設工事及び建設工事に伴う設計などの業務委託は、入札・契約事務の透明性や入

札参加事業者の利便性を図ることを目的として電子入札を実施している。 

 建設工事関連以外の物品の調達等について、電子入札を導入し、透明性の確保及び

効率的な調達の推進を図る。 

取 組 み 内 容 事業者の電子入札への対応状況により段階的に電子入札を実施する。 

５ 年 間 の 目 標 物品調達等の競争入札を電子入札により執行する。 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ 物品調達等の電子入札の 

試行 

・物品調達等の電子入札を試行した。 増収額 ― 

削減額 ― 

算出根拠 

―  数値

目標 
導入率 10％ 

数値

実績 
導入率 26％ 

２９ 物品調達等の電子入札の 

拡大 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
導入率 50％ 

数値

実績 

 

３０ 物品調達等の電子入札の 

完全実施 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
導入率 100％ 

数値

実績 
 

３１ 

― 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
 

３２ 

― 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 職員課 No.２５（目次） 

項 目 名 時間外勤務の抑制 

大柱(改革推進の柱) (3)効果的かつ効率的な行政運営の推進 小柱(主要施策) ②行政課題に対応した組織運営 

現 状 ・ 課 題 

市民ニーズの多様化、国・県からの権限移譲や制度改正等による事務量の増大によ

り、平成 23年度以降、職員１人あたりの年間平均時間外勤務時間数は増加している。   

職員の健康管理や能率的な職務を遂行するうえで、長時間の労働を減らしていかな

ければならないため、時間外勤務を抑制する取組みの徹底を図る必要がある。 

取 組 み 内 容 

・恒常的に多くの時間外勤務を行っている職場は、業務内容を分析し、業務分担の調

整や横断的な応援体制を強化するなど、縮減のための方策を検討する。 

・時間外勤務手続きの徹底や毎週水・金曜日のリフレッシュデイ（定時退庁日）の取

組み等を確実に実施するとともに、新たな取組みを検討する。 

５ 年 間 の 目 標 
職員の健康管理や能率的な職務の遂行が図られるように、時間外勤務を抑制してい 

くための取組みを実施する。 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ 時間外勤務の現状を把握

し、職場や職員の偏り等を

分析した上で、抑制のため

の工夫を行う 

・各所属の時間外勤務状況について、集

計した上で、毎月フィードバックし

た。 

・時間外勤務が月４５時間を超えた職員

を対象に面談を実施した。 

増収額 ― 

削減額 ― 

算出根拠 

 

― 

 数値

目標 
前年度より抑制 

数値

実績 
時間外勤務未確定 

２９ 前年度の取組みの成果を検

証し、さらなる抑制につな

げる 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
前年度より抑制 

数値

実績 

 

３０ 前年度の取組みの成果を検

証し、さらなる抑制につな

げる 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
前年度より抑制 

数値

実績 
 

３１ 前年度の取組みの成果を検

証し、さらなる抑制につな

げる 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
前年度より抑制 

数値

実績 
 

３２ 前年度の取組みの成果を検

証し、さらなる抑制につな

げる 

 増収額  

削減額  

算出根拠 
 数値

目標 
前年度より抑制 

数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 政策企画課・収税課・各債権担当課 No.２６（目次） 

項 目 名 債権管理の推進 

大柱(改革推進の柱) (4)持続可能な財政運営の確立 小柱(主要施策) ①健全な財政運営の推進 

現 状 ・ 課 題 

 平成 24年度に策定した「債権管理マニュアル」に基づき債権管理を行っているが、

非強制徴収公債権・私債権についても、公正かつ公平な市民負担の確保と債権管理の

さらなる適正化を図る必要がある。 

取 組 み 内 容 
 未収債権のある課と協議しながら、実効性のある債権管理条例を制定し、さらなる

適正な債権管理を進めていく。 

５ 年 間 の 目 標 債権管理条例をもとにした適正な債権管理の推進 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ 債権管理条例の制定 

 

・債権所管課による協議を行った。 

・関係規則の整理を行った。 

・債権管理条例を制定した。 

増収額 ― 

削減額 ― 

算出根拠 

― 
 数値

目標 
― 

数値

実績 
― 

２９ ・債権管理条例の施行 

・債権管理条例に基づく適

正な債権管理の推進 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
各種債権の収納率向上 

数値

実績 

 

３０ 債権管理条例に基づく適正

な債権管理の推進 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
各種債権の収納率向上 

数値

実績 
 

３１ 債権管理条例に基づく適正

な債権管理の推進 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
各種債権の収納率向上 

数値

実績 
 

３２ 債権管理条例に基づく適正

な債権管理の推進 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
各種債権の収納率向上 

数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 財政課 No.２７（目次） 

項 目 名 負債の抑制 

大柱(改革推進の柱) （4）持続可能な財政運営の確立 小柱(主要施策) ①健全な財政運営の推進 

現 状 ・ 課 題 

平成 26 年度末の市の全会計における借入金残高は 326 億円である。今後、市民総

合体育館の復旧工事や老朽化した公共施設の長寿命化対策、都市基盤整備事業など多

額の事業費を要する事業が予定されることから、後年度の財政負担を考慮した計画的

な地方債の活用が必要である。 

取 組 み 内 容 
総合計画との整合を図りながら、中期財政計画に基づき、地方債の計画的な借り入

れと償還を行う。 

５ 年 間 の 目 標 平成 32年度末の借入金残高について、平成 26年度末と同額の 326億円を維持する。 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ 計画的な借入れと償還 ・28年度補正予算において、約 5.8億円

の市債を減額補正した。 

増収額 ― 

削減額 未確定 

算出根拠 

未確定  数値

目標 
借入金残高（全会計）326億円 

数値

実績 
借入金残高未確定 

２９ 計画的な借入れと償還  増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
借入金残高（全会計）326億円 

数値

実績 

 

３０ 計画的な借入れと償還  増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
借入金残高（全会計）326億円 

数値

実績 
 

３１ 計画的な借入れと償還  増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
借入金残高（全会計）326億円 

数値

実績 
 

３２ 計画的な借入れと償還  増収額  

削減額  

算出根拠 
 数値

目標 
借入金残高（全会計）326億円 

数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 財政課 No.２８（目次） 

項 目 名 使用料・手数料の見直し 

大柱(改革推進の柱) （4）持続可能な財政運営の確立 小柱(主要施策) ①健全な財政運営の推進 

現 状 ・ 課 題 

健全な財政運営に関する条例において、使用料・手数料については、受益と負担の

適正化を図るため、定期的又は必要に応じて見直しを行うこととされている。このこ

とから、平成 25 年度において、消費税率の 8％への引上げによる影響を踏まえ、使

用料・手数料の見直しを行った結果、据え置きとした。今後においては、消費税率の

10％への引上げ時や行政コストの上昇などを踏まえ、適宜、使用料・手数料の見直し

を行っていく必要がある。 

取 組 み 内 容 
使用料・手数料について、平成 29年 4月の消費税率 10％引上げの影響を検証し、

使用料・手数料の見直しを検討する。 

５ 年 間 の 目 標 消費税率 10％への引上げ時における使用料・手数料の見直しの検討 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ 消費税率 10％への引上げ

の影響の検証・見直しの検

討 

・消費税率 10％への引上げが平成 31 年

10月まで延期されたことに伴い、当面

引上げの影響を検証する予定はない。 

増収額 ― 

削減額 ― 

算出根拠 

―  数値

目標 
― 数値

実績 
― 

２９ 消費税率 10％への引上げ

の影響の検証・見直しの検

討 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 数値

実績 

 

３０ 

― 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
 

３１ 

― 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
 

３２ 

― 

 増収額  

削減額  

算出根拠 
 数値

目標 
― 

数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 保育課 No.２９（目次） 

項 目 名 受益者負担の適正化(保育所等の利用者負担の額) 

大柱(改革推進の柱) （4）持続可能な財政運営の確立 小柱(主要施策) ①健全な財政運営の推進 

現 状 ・ 課 題 

保育所保護者負担金は、受益と負担の公平性や適正化を図るため、3年を目安に見

直しを行っている。平成 27 年度からの子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、平

成 26 年度に保育所等（保育所・認定こども園・小規模保育施設・幼稚園等）の利用

者負担の額と定め、算定根拠も所得税から市民税へと変更した。 

今後の見直しにあたっては、これまでと同様に 3年を目安に見直しを行うものであ

るが、保育等を取り巻く制度改正や県内他市の状況、保護者の雇用・収入状況等を考

慮したうえで、利用者負担の額の適正化を推進する必要がある。 

取 組 み 内 容 

・適正な受益と負担のバランスを維持するため、税制改正の影響を踏まえ、引き続 

き、県内他市の状況等を調査する。 

・見直しにあたっては、社会経済情勢等を考慮したうえで改定を判断する。 

５ 年 間 の 目 標  3年度ごとの見直しに向けて方針案を作成し、今後の取組みを決定する。 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ ・県内他市の状況調査 

・平成 30年度に向けた動 

 向調査 

・県内他市の状況把握をした。 

・政令改正により、多子世帯・ひとり親世

帯等への軽減の対象及び軽減の額を拡

大した。 

増収額 ― 

削減額 ― 

算出根拠 

― 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
― 

２９ ・県内他市の状況調査 

・方針案の作成と方針決定 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 

 

３０ ・県内他市の状況調査 

・方針決定に基づく見直し 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
 

３１ ・県内他市の状況調査 

・平成 33年度に向けた動 

向調査 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
 

３２ ・県内他市の状況調査 

・方針案の作成と方針決定 

 増収額  

削減額  

算出根拠 
 数値

目標 
― 

数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 保育課  No.３０（目次） 

項 目 名 受益者負担の適正化(放課後児童クラブ保護者負担金) 

大柱(改革推進の柱) (4)持続可能な財政運営の確立 小柱(主要施策) ①健全な財政運営の推進 

現 状 ・ 課 題 

放課後児童クラブ保護者負担金は、受益と負担の公平性や適正化を図るため、3年

を目安に見直しを行っているが、県内各市の負担金の水準や社会経済情勢等を考慮し

た結果、前回の見直しでは額の改定は実施しなかった。 

平成 27 年度の制度改正に伴い利用者数の増加が見込まれるため、今後も国の動向

や保護者の雇用・収入状況を考慮したうえで、保護者負担金の適正化を推進する必要

がある。 

取 組 み 内 容 

・適正な受益と負担のバランスを維持するため、3年を目安に保護者負担金の見直し

を実施する。 

・見直しにあたっては、県内他市の負担金の水準や社会経済情勢等を考慮したうえで

改定を判断する。 

５ 年 間 の 目 標 3年度ごとの見直しに向けて方針案を作成し、今後の取組みを決定する。 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ ・県内他市の状況調査 

・平成 27年度の方針決定 

に基づく見直し 

・県内他市の状況調査を継続して実施し

た。 

増収額 ― 

削減額 ― 

算出根拠 

―  数値

目標 
― 

数値

実績 
― 

２９ ・県内他市の状況調査 

・平成 31 年度に向けた動向

調査 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 

 

３０ ・県内他市の状況調査 

・方針案の作成と方針決定 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
 

３１ ・県内他市の状況調査 

・方針決定に基づく見直し 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
 

３２ ・県内他市の状況調査 

・平成 34年度に向けた 

動向調査 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 出納室 No.３１（目次） 

項 目 名 基金の一括運用 

大柱(改革推進の柱) (4)持続可能な財政運営の確立 小柱(主要施策) ①健全な財政運営の推進 

現 状 ・ 課 題 

各基金は、出納室での管理の下、安全で効率的な運用を行っている。歳計現金の一

時的な不足に対しては、繰替えて運用する場合や基金によっては取崩しも行われるた

め、基金ごとの運用管理となっており、運用利回りは一定化している。 

取 組 み 内 容 

基金ごとに運用している形態を、基金全体額を一つの運用主体として集約する一括

運用に改め、総額の中で歳計現金への一時的な対応や取崩しを行うことで収益率のさ

らなる向上が図れるか調査・研究を行う。 

調査・研究を行う基金は、財政調整基金、公共施設整備基金、緑地保全基金、文化

振興基金、まちづくり寄附基金、介護保険給付費準備基金とする。 

５ 年 間 の 目 標 現状の運用収益率を向上させる。 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ 正確な資金計画を作成する

ための検討（財務会計シス

テムへの機能追加の検討：

想定収益額とシステム導入

費用の比較） 

・現行の財務会計システムにある資金計

画機能の改善と新たな機能追加につ

いて検討した結果、同システムを使用

しない現行方法で資金計画を作成す

ることとした。 

・一括管理を行う場合、利率の高い金融

機関への資金集中が想定されるため、

ペイオフ対策として国債等の安全な

債券の購入による運用を検討してい

る。 

増収額 ― 

削減額 ― 

算出根拠 

 

 

 

― 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
― 

２９ 基金の一括運用による運用

益（利息）の向上 
 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
一括運用する基金数 6 

数値

実績 

 

３０ 基金の一括運用による運用

益（利息）の向上 
 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
一括運用する基金数 6 

数値

実績 
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３１ 基金の一括運用による運用

益（利息）の向上 
 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
一括運用する基金数 6 

数値

実績 
 

３２ 基金の一括運用による運用

益（利息）の向上 
 増収額  

削減額  

算出根拠 
 数値

目標 
一括運用する基金数 6 

数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 政策企画課 No.３２（目次） 

項 目 名 まちづくり寄附（ふるさと納税）の推進 

大柱(改革推進の柱) (4) 持続可能な財政運営の確立 小柱(主要施策) ②歳入確保・歳出削減の推進 

現 状 ・ 課 題 

本市を応援してくださる個人または団体から寄附を募り、これを財源として各種事

業を実施することで、活力と個性あふれるまちづくりを推進している。寄附を募る取

組みとして、ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」を活用している。  

寄附者に対しては、謝礼品を贈呈しており、平成 28 年 2 月末までに取り扱った謝

礼品数は、59品である。 

また、災害時相互支援協定を締結している東松島市と二本松市の特産品を寄附の謝

礼品として取扱い、被災地の復興を支援している。 

今後においては、事務の効率化や謝礼品の拡大などの検討が必要である。 

取 組 み 内 容 
・市ホームページやふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」の活用 

・謝礼品の拡大や事務の効率化の検討 

５ 年 間 の 目 標 多くの寄附を募り、魅力あふれるまちづくりを推進する。 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ ・まちづくり寄附のＰＲ 

・地域資源を活用した謝礼 

品の拡大 

・地域に根差した特色あるモノづくりに

焦点を当てて、市内の企業等に働きか

けを行い、魅力ある商品を追加した。 

増収額 41,802 

(1月 31日付) 

削減額 ― 

算出根拠 

【平成 27年度 59品】 

9品増、7品減 

 数値

目標 
謝礼品数 65 

数値

実績 
謝礼品数 61 

２９ ・まちづくり寄附のＰＲ 

・地域資源を活用した謝礼 

品の拡大 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
謝礼品数 70 

数値

実績 

 

３０ ・まちづくり寄附のＰＲ 

・地域資源を活用した謝礼 

品の拡大 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
謝礼品数 75 

数値

実績 
 

３１ ・まちづくり寄附のＰＲ 

・地域資源を活用した謝礼 

品の拡大 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
謝礼品数 80 

数値

実績 
 

３２ ・まちづくり寄附のＰＲ 

・地域資源を活用した謝礼 

品の拡大 

 増収額  

削減額  

算出根拠 
 数値

目標 
謝礼品数 85 

数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 管財課 No.３３（目次） 

項 目 名 市有財産の運用 

大柱(改革推進の柱) (4) 持続可能な財政運営の確立 小柱(主要施策) ②歳入確保・歳出削減の推進 

現 状 ・ 課 題 

市有財産のうち、事業の進捗状況や財政事情等の要因により、本来の用途に供用さ

れていない財産（普通財産）については、これまでも貸付等により運用を図っており、

平成 26年度では、約 1千万円の収入を得ている。 

今後においては、本来用途に供用されている財産（行政財産）にも焦点をあて、利

活用・運用することにより自主財源を確保することが必要である。 

取 組 み 内 容 

・国、県及び他市事例や市民ニーズの研究 

・普通財産の利活用・運用 

・行政財産の余裕床貸付の規定に基づく行政財産の利活用・運用 

・不用財産、不用物品の積極的売却 

５ 年 間 の 目 標 市有財産の効果的な運用 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ ・暫定駐車場等の賃貸 

・自動販売機設置 

・ヤフーオークションの活用 

・暫定駐車場等で 10 ヶ所及び電柱用地

等の賃貸を実施した。 

・自動販売機設置場所として 13 施設、

13台の賃貸を実施した。 

・オークションにて公用車 5台を売却し

た。 

増収額 11,540 

（見込み） 

削減額 ― 

算出根拠 

・暫定駐車場等 4,367 千

円（見込み） 

・自動販売機設置 6,731

千円（見込み） 

・ヤフーオークション 450

千円（見込み） 

 

数値

目標 
運用 1,200万、売却 20万 

数値

実績 

運用 1,109 万、売却 45 万（いず
れも見込み） 

２９ ・暫定駐車場等の賃貸 

・自動販売機設置 

・ヤフーオークションの活用 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
運用 1,200万、売却 20万 

数値

実績 

 

３０ ・暫定駐車場等の賃貸 

・自動販売機設置 

・ヤフーオークションの活用 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
運用 1,200万、売却 20万 

数値

実績 
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３１ ・暫定駐車場等の賃貸 

・自動販売機設置 

・ヤフーオークションの活用 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
運用 1,200万、売却 20万 

数値

実績 
 

３２ ・暫定駐車場等の賃貸 

・自動販売機設置 

・ヤフーオークションの活用 

 増収額  

削減額  

算出根拠 
 数値

目標 
運用 1,200万、売却 20万 

数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 秘書広報課・総務課・政策企画課 No.３４（目次） 

項 目 名 広告収入確保の推進 

大柱(改革推進の柱) (4) 持続可能な財政運営の確立 小柱(主要施策) ②歳入確保・歳出削減の推進 

現 状 ・ 課 題 

ホームページ（ＨＰ）運営事業のため、有料広告（バナー広告）掲載の勧奨活動を

実施している。その効果として、事業費の全額を広告収入で賄っている。 

また、庁舎案内板・市庁舎のモニターにおいても広告を掲載し、自主財源の確保に

努めている。 

今後においても、様々な広告媒体の活用により、自主財源の確保やゼロ予算事業の

拡大を推進していく。 

取 組 み 内 容 有料広告掲載の勧奨活動の実施・ゼロ予算事業の拡大 

５ 年 間 の 目 標 更なる広告掲載事業者の確保 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ ・広告掲載勧奨活動の実施 

・ゼロ予算事業の拡大 

・広告掲載勧奨活動の実施し、当初予算

額を超える収入の確保が見込まれる。 
増収額 ― 

削減額 ― 

算出根拠 

―  
数値

目標 

バナー広告収入≧ＨＰ運営

事業費 
数値

実績 

（平成 28年度決算見込み） 

バナー広告収入 3,620 千円≧Ｈ
Ｐ運営事業費 2,439千円 

２９ ・広告掲載勧奨活動の実施 

・ゼロ予算事業の拡大 
 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
バナー広告収入≧ＨＰ運営

事業費 

数値

実績 

 

３０ ・広告掲載勧奨活動の実施 

・ゼロ予算事業の拡大 
 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
バナー広告収入≧ＨＰ運営

事業費 

数値

実績 
 

３１ ・広告掲載勧奨活動の実施 

・ゼロ予算事業の拡大 
 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
バナー広告収入≧ＨＰ運営

事業費 

数値

実績 
 

３２ ・広告掲載勧奨活動の実施 

・ゼロ予算事業の拡大 
 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
バナー広告収入≧ＨＰ運営

事業費 

数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 まちづくり推進課・産業推進課 No.３５（目次） 

項 目 名 産業誘致の推進 

大柱(改革推進の柱) (4)持続可能な財政運営の確立 小柱(主要施策) ②歳入確保・歳出削減の推進 

現 状 ・ 課 題 

本市の市街地はすでに土地利用がなされており、産業誘致を推進するためには、市

街化調整区域での立地を検討せざるを得ない状況である。 

しかしながら、本市の市街化調整区域は、ほぼ全域が農業振興地域であり、国や県

との調整や協議に長期間を要するといった課題がある。 

 また、個々具体の土地利用の実現のためには、市の総合計画（土地利用構想等）を

はじめとした各種土地利用計画との整合性、整備の優先度、諸条件等の整理が必要と

なる。 

取 組 み 内 容 

 市総合計画の土地利用構想に位置付けられたシティゾーン及び水谷柳瀬川地区に

ついて、自主財源の確保及び雇用の創出に繋がる産業系を中心とした土地利用の調

査、研究及び検討を行う。 

５ 年 間 の 目 標 
 シティゾーン及び水谷柳瀬川地区について、具体的な土地利用計画の策定及び土地

利用の実現（事業実施）を図る。 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ シティゾーン及び水谷柳瀬

川地区の土地利用計画の策

定 

・富士見市まちづくり基本計画策定業務

において、各地区の土地利用構想の検

討を行っている。 

・シティゾーンの整備について、町会、

自治会、農業団体の代表者との懇談会

を開催した。 

・水谷柳瀬川地区の整備について、地元

地権者組織と当地区の整備方針に基

づく具体の土地利用の検討を行って

いる。 

増収額 ― 

削減額 ― 

算出根拠 

 

 

 

― 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
― 

２９ 土地利用計画の実現に向け

た準備（関係者、関係機関等

との調整・協議） 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
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３０ ・土地利用計画の実現に向け

た準備（関係者、関係機関

等との調整・協議） 

・土地利用計画に基づく事業

実施（水谷柳瀬川地区） 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
 

３１ 土地利用計画の実現に向け

た準備（関係者、関係機関等

との調整・協議） 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
 

３２ 土地利用計画の実現に向け

た準備（関係者、関係機関等

との調整・協議） 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 道路治水課 No.３６（目次） 

項 目 名 防犯灯のＬＥＤ化推進 

大柱(改革推進の柱) (4)持続可能な財政運営の確立 小柱(主要施策) ②歳入確保・歳出削減の推進 

現 状 ・ 課 題 

福島第一原発事故発生以後、消費電力の抑制やそれ以前にＣＯ２排出量の削減は、

国の大きな課題である。そのような中で、国内メーカーによる低価格かつ性能が向上

したＬＥＤ灯具が開発されたことにより、今後、全国の自治体において防犯灯のＬＥ

Ｄ化が推進されるものと考えられる。 

取 組 み 内 容 
既設の防犯灯のうち、非ＬＥＤの防犯灯について、よりコストパフォーマンスが優

れたＬＥＤに交換し、電気料の削減とＣＯ２排出量の削減を図る。 

５ 年 間 の 目 標 ３年間で全ての防犯灯をＬＥＤに交換する。 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ 電球交換や器具交換等の修

繕が必要な蛍光管防犯灯等

を全てＬＥＤ灯に交換する 

・電球交換や器具交換等の修繕が必要な

蛍光管防犯灯等を全てＬＥＤ灯に交

換した（1,322基ＬＥＤ交換済）。  

増収額 ― 

削減額 2,000 

(見込み) 

算出根拠 

東京電力電気料金表 

(定額電灯) 
 数値

目標 ＬＥＤ化率 46.6% 
数値

実績 ＬＥＤ化率 42.3% 

２９ 電球交換や器具交換等の修

繕が必要な蛍光管防犯灯等

を全てＬＥＤ灯に交換する 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

  数値

目標 
ＬＥＤ化率 73.3% 

数値

実績 

 

３０ 電球交換や器具交換等の修

繕が必要な蛍光管防犯灯等

を全てＬＥＤ灯に交換する 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

  数値

目標 
ＬＥＤ化率 100% 

数値

実績 
 

３１ 

― 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

  数値

目標 
― 

数値

実績 
 

３２ 

― 

 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
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  第６次行財政改革行動計画（個票） 担 当 課 管財課 No.３７（目次） 

項 目 名 公共施設照明のＬＥＤ化推進 

大柱(改革推進の柱) (4)持続可能な財政運営の確立 小柱(主要施策) ②歳入確保・歳出削減の推進 

現 状 ・ 課 題 

公共施設の照明器具は、平成 27 年にオープンしたピアザ☆ふじみなどの一部を除

き、ほぼ建設当初に設置された蛍光管方式である。蛍光管方式をＬＥＤ化にすること

により、エネルギー効率を高め、環境への配慮に努めるとともに、明るさを向上させ

て市民の利便性向上を図る必要がある。 

取 組 み 内 容 施設の大規模改修等に合わせ、照明器具のＬＥＤ化を進める。 

５ 年 間 の 目 標 

初期投資が高額になるＬＥＤ化を導入するにあたり、費用対効果を見込める施設に

対象を限定する必要があることから、ある程度の規模をもち、稼働率の高い施設を選

択し、ＬＥＤ化を推進する。 

具 体 的 な 取 組 み 内 容 

年度 計画していること 実施したこと 効果額（千円） 

２８ 設備の現状調査とＬＥＤ化 

の推進 
・対象とする施設の選定 

・照明器具数把握の検討 

・数値目標の検討 

増収額 ― 

削減額 ― 

算出根拠 

―  数値

目標 

照明器具数の把握と数値目

標の設定 
数値

実績 

平成 32年度のＬＥＤ化率の数値目
標を 15%とした。 

２９ 設備の現状調査とＬＥＤ化 

の推進 
 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 

 

３０ 設備の現状調査とＬＥＤ化 

の推進 
 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
 

３１ 設備の現状調査とＬＥＤ化 

の推進 
 増収額  

削減額  

算出根拠 

 数値

目標 
― 

数値

実績 
 

３２ 設備の現状調査とＬＥＤ化 

の推進 
 増収額  

削減額  

算出根拠 
 数値

目標 
ＬＥＤ化率 15％ 

数値

実績 
 

 


